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 令和６年２月市議会建設水道委員会資料 

  所管事項調査 

   国の水道行政の移管に伴う長崎市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例の一部改正について 
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１ 条例改正の背景（国の水道整備・管理行政の移管について） 

  ⑴ 関係法令の改正について 

    生活衛生等関係行政の機能強化を図るため、「生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律」により水道法等の関係法

令が改正され、「水道整備・管理行政の機能強化」が図られた（令和６年４月１日付け施行）。 

 

  ⑵ 水道整備・管理行政の機能強化について 

   ① 近年の水道整備・管理行政においては、人口減少社会の到来に伴う水道事業者の経営環境の悪化、水道施設の老朽化・耐震化への対応、災害

発生時の断水への迅速な対応等の課題に取り組むことが強く求められていることから、社会資本整備や災害対応に関する専門的な能力・知見
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

を有する国土交通省に
．．．．．．．．．．

移管
．．

し、下水道等の他の社会資本と一体的な整備等を進める。 

   ② 水道整備・管理行政の業務のうち、水質又は衛生に関する水道行政については、河川等の環境中の水質に関する専門的な能力・知見を有する
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

環境省に移管
．．．．．．

することにより、水質管理に関する調査・研究の充実等、水質や衛生の面でも機能強化を図る。 

 ①水道整備・管理行政（右記以外） ②水質又は衛生に関する水道行政 

事務の具体例 
・水道基盤の強化のための基本方針の策定 

・水道事業等の認可、改善指示、報告徴収・立入検査 

・水質基準の策定 

・水道事業者が実施する水質検査の方法の策定 

所管 厚生労働大臣 → 国土交通大臣 厚生労働大臣 → 環境大臣 

 

  ⑶ 国の組織体制の見直し 

   

　

(新設)水道事業課

下水道事業課

(新設)官房参事官（上下水道技術）

(新設)官房審議官（上下水道）

(改組)下水道企画課→上下水道企画課

(略) (新設)上下水道審議官グループ

(新設)上下水道審議官 ※従来の下水道部長職を局長級に格上げ

次長

国土交通省　水管理・国土保全局 【移管後】

　従来の下水道部に水道分野を加え、

　３課１官体制で上下水道一体の組織体制を整備
局長

【移管後】

(新設)水道水質・衛生管理室

環境省　水・大気環境局

環境管理課

環境汚染対策室

　水道水質・衛生管理室を新設し、

　一般環境の水質基準と一体的に管理

農薬環境管理室
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２ 条例改正の概要 

  ⑴ 改正理由 

    前述の国の水道行政の移管に伴い、水道法施行規則の一部改正が今後予定されていることから、当該規則を引用している下記の条例について、

関係条文の整理をする必要がある。 

    この水道法施行規則の一部改正については、予算関連の改正も含まれることから、国の令和６年度予算の成立後、今年度末日までに公布され

ることが示されているため、当該規則が公布されたのち、本市条例の専決処分を行うもの。 

  ⑵ 改正する条例 

    長崎市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例 

  ⑶ 改正内容 

    水道法施行規則の一部改正部分を引用している条文について、次のとおり整備する。 

改正後 改正前  

国土交通大臣及び環境大臣 厚生労働大臣 ※水道法施行規則第１４条第３号を引用 

  ⑷ 施行期日 

    令和６年４月１日（水道法施行規則の一部改正と同日） 

  ⑸ 新旧対照表 

   ○長崎市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例 

改正後 改正前 

 （水道技術管理者の資格）  （水道技術管理者の資格） 

第１１条 水道法第 19 条第３項の規定に基づき条例で定める水

道技術管理者の資格は、次のとおりとする。 

第１１条 水道法第 19 条第３項の規定に基づき条例で定める水

道技術管理者の資格は、次のとおりとする。 

 ⑴～⑸ 略  ⑴～⑸ 略 

 ⑹ 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の

管理に関する講習の課程を修了した者 

 ⑹ 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する

講習の課程を修了した者 

  ⑹ 関係省令 

   ○水道法施行規則(令和６年４月１日付け施行予定) 

 (水道技術管理者の資格) 
第十四条 令第七条第一項第四号の規定により同項第二号及び第三号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者は、次のとおりとする。 
 一・二 略 
 三 厚生労働大臣 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習(以下「登録講習」という。)の課程を修了した者 

 


